
犯罪犯罪
賭博罪
賭博をした者は、
50 万円以下の罰金

又は科料

と ば く ざ いと ば く ざ い
常習として賭博を
した者は、３年
以下の拘禁刑

常習賭博罪
じょうしゅうとばくざいじょうしゅうとばくざい

です！です！

警察庁・消費者庁

オンラインカジノ
日本国内では

オンラインカジノに
接続して賭博を行うことは
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詳細は警察庁
ホームページにて


